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明

治
百

年

を
記

念
し
て

村

章

制

定

さ

る

さ
き
頃
よ
り
村
章
図
案
を
募
集
中
の

と
こ
ろ
九
六
点
の
応
募
作
品
あ
り
七
月

十

六
日
村
章
審
査
委
員
会
を
開
催
し
、

審
査
の
結
果
次
の
と

お
り
決
定
し
た
。

一
位
（
五
千
円
）
　
広
瀬
　

久
慈
登
世
雄

二
位
（
二
千
円
）
　
長
科
　

藤

本

正

一

三
位
二

千
円
）

蓬
円
　

村

上

純

一

図
案
説
明

蓬
田
村
の
ヨ
を

熕
言
的
発
展
に
結
び

つ

げ
て
図
二
化
し
そ
訌
を
玉

松
精
神
を

良

わ
卞
松
葉
で
正

の
形

に
囲
ん
だ
。

審
査
委
員
長
　

八
　
戸
　

喜
代
四

審
　

査
　
員
　

坂
　

本
　

大
　

博

″
　
　
　

田
　

中
　

一
　

雄

″
　
　
　

山
　

舘
　

誠
　

弘

″
　
　
　

森
　
　
　

光
　

秀

″
　
　
　

親
　

地
　

徳
　

勇

″
　
　
　

桜
　

田
　

正
三
郎

″
　
　
　

鎭
　

田
　

和
　

夫

″
　
　
　

坂
　
本
　

三
　
行

″
　
　
　

岩
　

田
　

邦
　

彦

″
　
　
　

千
　

葉
　

琢
　
勇

村
章
の
審
査
に
あ
た
っ
て

審
査
委
員
長

八
　
戸

喜

代

西

九
十
余
点
の
多
数
の
応
募

作
品
は
質

に
於
て
も
、
秀
れ

た
も
の
が
多
か
っ

た
。

こ
れ
は
村
民
の
愛
村
心
の
高
い
あ

ら
わ

れ
と
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

明
治
百
年
祭
を
卜
し
て
今
後
の
発

展
を

期
す
る
蓬
田
村
の
象
徴
と
し
て
の
村
章

温

故
知
新
、
脈
々
と
っ

づ
く
伝
統
の
上

に
新
し
い
世
代
を
き

づ
く
理
知
と
気
魄

を
表
す
も
の
と
し
て

○
新
し
い
感
覚
の
も
の

○
ス
マ
Ｌ

卜
な
単
純
化
の
美

○
進
歩
的
な
力
強

さ

等

々
考
え
て
審
査
に
あ

た
つ
た
の
で
あ

る
が
、
ま
こ
と
に
立
派

な
作
品
を
選
ぶ

こ
と
が
出
来
て
喜
び
に
耐
え
な
い
。

入
賞
作
品
は
勿
論
そ
の
他
の
作
品
も
募

集
の
趣
旨
を
よ
く
理
解
さ
れ
て
、
独
創

的
な
も
の
が
多
く
、
時
に
中
学
生
の
作

品

に
立
体
性
の
あ
る
高
度

な
る
も
の
も

あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
の
技
法

に
す
ぐ
れ
た

も

の
が
多
か
っ

た
。

蛇
足
で

は
あ
る
が
こ
の
種
一
般

デ
ザ
イ

ン
展
に
応
募
す
る
に
は
、
一
枚
の
完
成

さ
れ
た
作
品
と
し
て
審
査
さ
れ
る
場
合

が
多
い
の
で

、
ア
イ
デ
ア
が
秀
れ
て
あ

る
ぽ
か
り
で

な
く
、
製
図
の
技
法

に
研

究
が
必
要
で

あ
る
。

（

コ
ン
パ
ス
、
カ
ラ
ス
ロ
を
必
要
）

元
気
な
老
人
ク
ラ
ブ
の
奉
仕
作
業

七
月
一
日
蓬
田
老
人

ク
ラ
ブ
と
阿
弥
陀
川
老
人

ク
ラ
ブ
の

若
人
達
は
ご
覧
の
よ
う
な
元
気
な
い
で
た
ち
で
正
法
院
境
内

及
び
墓
地

の
清
掃
奉
仕
を
行
い
ま
し
た
。

【写真＝清掃奉仕を行っ た老人クラブ の人達】

玉
松
台
清
掃
奉
仕

七
月
十
一
日
公
民
館
運
付
審
議
会
晏
‥以
、
遺
族
会
代
表
、

連
青
協
役
員
に
よ
つ
て
玉

松
台
上
の
清
掃
奉
仕
作
業
が
な
さ

れ
た
。

【写真＝玉松台の清掃奉仕作業風景】
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産

経

だ

よ

り

狩
猟
者
講
習
会
開
催
に
つ
い
て
!
!

年

々
鴨
、
う
さ
ぎ
、
そ

の
他
の
鳥
を

取
る
方
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
取

る

た
め
に
は
法

に
ふ
れ
な
い
よ
う
又
危
険

の
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
左
記
に
よ

り
講
習
会

を
開
催
致
し
ま
す
か
ら
希
望

者
が
あ
り
ま
し
た
ら
御
参
集
下
さ
い
。

記

第
一
次
講
習
会

八
月
十
六
日
八
時
半
か
ら
農
業
会
館

第
二
次
講
習
会

九
月
二
十
日
八
時
半

か
ら

青
森
市
役
所

受
講
手
続

諧
恆
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
申
込
書

と
写
真
二
枚

と
経
験
者
は
四
Ｏ
Ｏ
円

、

初
心
者
は
七
〇
〇
円
の
青
森
県
収
入
証

紙
を
添
え
て
県
林
務
課
へ
申
込
下
さ
い

詳
細
に
つ
い
て
は
役
場
又
は
県
林
務
課

に
問
い
合
せ
下
さ
い
。

産
業
経
済
課

農
業
案
内
デ
Ｌ
開
催

に
つ
い
て

″川‥

農
家
の
皆
さ
ん
、
毎
日

の

農

作

業

御
苦
労
縋
で
す
。

田
植
、
除
草
と
猫
の
手
も
借
り
た
い
時

期
も
終
り
に
近

づ
き
ホ
ッ

ト
一
息
つ
い

て

お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
色
々
説
明
を
聞
い
て
勉
強
し

た
い
方
が
多
数
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
の
で
左
記
に
よ
り
農
業
案
内

デ
ー

を
開
催
さ
れ
ま
す

か
ら
多
数
参
観
下
さ

る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
尹

。

期
　

日

第
一
回
案
内
　
四
十
三
年
七
月
十
九
日

第
二
回
案
内
　

四
十
三
年
八
月
十
九
日

案
内
（

説
明
）
項
目

一
、
六
石
取
り
稲
作
に
関
す

る
実
験

二
、
水
管
理

に
関
す
る
試
験

三
、
深

属
追
肥

に
関
す
る
試
験

四

、
田

植
機

に
関
す
る
試
験

五
、
寒
冷
地
施
設
裁
培
の
安
定
生
産

に

関
す

る
試
験

場
所
　

青
森
県

農
業
試
験
場（
黒
石
市
）

第
十
回
青
森
県
発
明

工
夫
展
作
品
募
集
に

つ
い
て
が
!
!

産
業
が
発
達
す

る
に
っ
れ
て
、
生
活

を
い
っ

そ
う
豊

か
に
快
適
に
す

る
た
め

の
創
意
く
ふ
う
の
必
要
性
が
い
よ
い

よ

高
ま
り
、
一
般
の
方

々
の
科

学
に
寄
せ

る
関
心
は
最

近
と
み

に
高
ま
っ
て
い

る

一
方
、
ま
だ
知
ら
れ

て
い
な
い
発
明
工

夫
の
成
果
も
数
多
く
あ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
優
秀
な
作
品
を
広
く

紹
介
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生

活
と
産
桀
を
結
び
、
よ
り
豊
か
な
明
日

の
生
活
の

Ｉ
助

に
し

た
い
と
い
う
意

図

の
も
と
に
青
森
県
発
㈲
工
夫
に
匹
を
開
催

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
優
れ
た
作
品
を
多
数
寄
せ
ら
れ

ま
す
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。

応
募
价
格
（

県
内

の
方
に
限
）

第
一
部
　

一
般
、
会
社
、
工
場
、
商
社

第
二
部
　
小

、
中
、
高
、
大
学
、
教
員

第
一
部
の
作
品
は
実
物
か
模
型
又
は
図

面
で
あ
っ
て
次
の
身
件
の
一
つ
を
備
え

て
い
る
こ
と

。

一

、
最
近
に
お
い
て
特
許
又
は
登
録
さ

れ
た
発
明

、
考
案
に
関
す

る
も
の

二

、
特
許
、
実
用
新
案
又
は
意
匠
学
出

願
中
の
も
の

三

、
右
記
発
明
考
案
以
外
の
も
の
で
独

創
的
な
考
案
新
製
品
、
試
作
品
等

四
、
独
創
的
な
意
匠
及
び
図
案

第
二
部
の
作
品

は
次
の
条
件
を
備
え
て

い

る
こ
と
。

一
、
科
学
的
要
素
と
独
創
力

に
重
点
を

お
い
た
も
の

二
、
自
作
の
発
明
考
案
又

は
工
夫
品
で

あ
る
こ
と
、
若
し
く

は
同
学
年
の

共
同
作
品
で
あ
る
こ
と

申
込
み
方
法

四
十
三
年
九
月
二
十
五
日
ま
で

青
森
市
長
島
一
番
地

青
森
県
商
工
課
内

社
団
法
人
　
発
明
協
会
青
森
県
支
部

詳
細
に
つ
い
て
は
蓬
田
村

産
業
経
済
課

に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

昭

和
四
十
三

年
度

秋
季
造
林
苗
木
注
文

受
付
に
つ
い
て
!
!

野
も
山
も
緑

に
す

る
運
動
と

し
て
野
山

に
木
を
植
え

る
よ
う
に
致
し

ま
し
よ
う

そ
こ
で
今
年
も
左
記

に
よ
り
注
文
を
受

付

致
し

ま
す

か
ら
希
望
者
が
あ
り
ま
し

た
ら
役
場

産
経
課
ま
で
御
申
込
下
さ
い

尚
、
概

算
金

は
申
込
み
と
同
時

に
納
め

て
下

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す

記

す
　
　

ぎ
　
　

一
本
当
り
　
　

十
二
円

あ
か
ま
っ
　
　

一
本
当
り
　
　
　

六
円

く
ろ
ま
っ
　
　

一
本
当
り
　
　
　

六
円

か
ら
ま
っ
　
　

一
太
当
り
　
　
　

七
円

蓬
田
村
産
業
経
済
課

自
動
車
取
得
税
の
案
内

气

こ
の
税
金

は
道
路
整
備
に
匣
わ
れ

ま
す
。

青
森
県
の
自
動
車
は
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
県
民
十
二
人
に
一
台
と
い
い

ま
す

か
ら
、
自
動
車
の
普
及
率
は
ほ
ぼ

全
国
水
準
に
達
し
て
い
ま
す

。

と

こ
ろ
が
道
路
を
見
ま
す
と
、
地
方
道

路
と
い
わ
れ
る
県
道
今
市
町
村
道

は
、

県

辛
市
町
村
に
自
主
財
源
が
乏
し
い
う

え

、
市
町
村
に
は
道
路
目
的
財
源
が
あ

り
ま
せ
ん
。

そ

の
た

め
整
備
は
ま
だ
遅
れ
て
い
ま
す

そ
こ
で
、
地
方

道
路
、
特

に
市
町
村
道

の
整
備
に
使
わ
れ

る
自
動
車
取
得
税
が

新
設
さ
れ
、
七
月
一
日
か
ら
実
施
に
な

り
ま
し
た
。

二

、
自
動
車
を
取
得
し
た
人
に
か
か
り

ま
す
。

こ
の
税
は
、
自
動
車
を
買
っ

た
り
貰

つ
た
り
し

た
人
に
課
税
さ
れ
ま
す

。

月
賦
販
売
等
で
買
っ

だ
場
合
に
は
買
主

で
あ
る
使
用
者
に

か
か
り
ま
す
。

性
能
が
良
く
な
い
等
に
よ
っ
て
販
売
業

者
ヘ

ー
ケ
月
以
内
に
返
し
た
場
合

に
は

納
金
は
還
付

さ
れ
ま
す
。

三
、
課

税
さ
れ

る
自
動
車
と

さ
れ
な
い

自
動
車

課
税
の
対
象
に
な

る
自
動
車
は
自
動

車
税
の
対
象

に
な

る
自
動
車
と
、
輕
自

動
車
税
の
対
象

に
な

る
軽
自
動
車
で
す

特
殊
自
動

車
と
、
二
幅
自
動

車
は
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
。

ラ
ジ
オ
、
ヒ
ー
タ
ー
な
ど
の
取
付
用
品

は
課
税
の
対
象

に
た
り
ま
す

が
、
ス
ペ

ア

タ
イ
ヤ
、
工
具
な
ど
の
搭
載
用
品
は

課
税
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
特
別

な
朧
絨
又
は
装
置
を
積
載

し
て

、
　

動
車
（

い
わ
ゆ
る
特
種
用

途
車
）
は
、
そ
の
機
械
又
は
装
置
の
う

ち
、
人
又
は
物
を
運
送
す
る
た
め
の
も

の
以
外
の
部
分

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
Ｊ

（
例
、

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

ー
の
場
合
吸
排

用

ポ
ン
プ
装
置

は
含
ま
れ
な
い
。
）

四
、
税
率
は
購
入
価
額
の
三
ハ

ー
セ
ソ

ト
、
免
税
点

は
十
万
円
で
す
。

た
え
と
ば
、
五
十
万
円

の
自
動
車
の

場
合
、
一
万
五
千
円
の
税
金
に
な
り
ま

す
。

十
万
円
以
下

の
自
動
車
は
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。

無
償
で
貰
っ

た
と
か
、
安
く
買
っ
た
場

合
な
ど
は
、
通
常
の
取
引

価
額
で
取
得

し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
ま
す
。

中
古
車
の
場
合

の
通
常
の
取
引
価
額
は

新
車
時
の
、
通
常
の
取
引

価
額
（
基
準

価
額
）
を
経
過
年
数
に
応
じ
て
減
額
し

た
額
と
な
り
ま
す
。

五
、
こ
の
税
金

は
申
告
納
付

の
方
法
で

納
め
て
下
さ
い
。

陸
運
事
務
所
で
自
動
車
の
登
録
す
る

時
や
、
梹

自
動
車
の
届
出
を
す

る
時
に

自
動
車
取
得
税
申
告
書
に
証
紙
を
は
っ

て
申
告
と

納
付

を
同
時
に
、
行
っ
て
下

さ
い
。

申
告
書
に
は
売
買
契
約
書
そ
の
他
れ
得

価
額
を
証

す
る
書
顫
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
基
鐓
価
額
の
定
め
ら
れ
て
い

る
卑
稻
で
申
告
頴
が
基
準
価
額
以
上
の

場
合
は
、
こ

の
添
付
書
類
を
省
略
し
て

さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

証
紙
は
、
白
動
車
取
得
税
専
川
の
特
別

証
紙
を
使
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

次

の
と
こ
ろ
で

お
買
い
求
め
の
う
え
、

申
告
書
に
は
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
社
団
法
人
）

日
本

目
動
車
販
売
協
会

連
合
会

青
森
県
支
部

（
青
森
県
自
動
車
会
舘
内

、
白
販
連

事
務
窒
）

青
森
隕
税
事
餝
听
よ
り
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豊
水
放
談
2
0

の
ど
も
ど
す
ぎ
れ
ば

熱

さ

を

わ

す

れ
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▲
　

七
月
十
五
日

の
毎
日
新
聞
に
四
十

三
年
度
生
産
者
米
価
に
つ
い
て
今
后

の

食
管
法

の
在
り
方

に
つ
い
て
、
述
べ
て

あ
っ

た
。

四

十
二
年
度
産
の
保
管
米
が
全
国
民

の

四

ヶ
月
分
の
ス
ト
ッ

ク
が
あ
り
、
年

か

ら
年
中
古
い
ま
づ
い
米

を
喰
さ
れ
る
。

大
蔵
省
、
経
企
庁
は
こ
の
際
食
管
法

を

改
正
し
て
買
上
げ
巾

を
縮
少
し
、
一
ア

ー
ル
当
り
の
基
準
収
量

を
定
め
、
そ
の

一
部

を
買
上
げ
、
残
り

を
自
由
販
売
す

る
こ
と

に
よ
っ
て
需
要
と
供
給
の
バ
ヲ

ソ
ス
が
と
れ
、
経
済

的
に
も
安
定
し
た

望
ま
し
い
姿
に
な
ろ
う
と
述
べ
て
お
る

▲
　

昨
年

は
全
国
的
に
史
上
最
高
の
生

産
で
予
想
外
の
売
渡
し
と
な
っ
た
。

た
っ
た
四
ヶ
月
分
の
ス
ト
ッ

ク
で
ワ
イ

ワ
イ
騷
ぐ
の

は
な
に
か
官
僚
臭
い
巾
の

な
い
政
策
と
云
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

今
年

は
果
た
し
て
ど
の
位
の
生
産
量
に

な
る
の
か
青
田
を
み
て
わ
か
る
ま
い
。

予
想
は
出
来
る
に
し
て

も
あ

く
ま
で
も

予
想
で
あ
る
。

こ
の
ま
ヽ
だ
と
米
が
余
っ
て
腐
っ
て

し

ま
う

か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と

は
我

々
農
民
の
生
産
意

欲
に
水
を
さ
す

も
の
で
戴
け
る
も
の
で
は
な
い
。

更

に
農
業
後
継
者
に
対
し

心
理
的
に
も

徴
妙
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

▲
　

振
り
返
っ
て
二
十
年
以
降
の
あ
の

食
糧
不
足
の
際
、
一
升

の
米
を
集
め
る

た
め
、
法
的
に
し

ば
り
強
権
発
動
の
暴

挙

に
及
び
農
民
を
苦
し

め
、
そ
の
不
評

は
巷

に
あ
ふ
れ
た
。

自
由
米
（
ヤ
ミ
米
）
を
流
し

た
と
し
て

幾
多
の
罰
金
、
実
刑
を
受
け

た
者
は
数

限

り
で

は
な
か
っ
た
。

幾
多
犠
牲

の
中
に
農
民
は
増
収
技
術
開

発
と
開
田

に
よ
る
今
日

の
生
産
倍
増
の

歴

史
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

敗
戦
に
よ

る
日
本
の
復
興
は
食
糧
危
膽

突

破
に
よ

る
外
途
な
し
、
「
農
民
よ
日

本
民
族
を
救
え
」
　（
昭
和
二
十
二
年
五

月
朝
日
新
聞
）
戦
争
に
よ
る
荒
廃
し
た

田
畑
に
人
手
不
足
と
資
材
難
と
汗
と
汕

で
闘
い
安
定
し

た
今
日
を
築
き
上
げ
た

農
民
の
姿

を
、
今
忘
れ
よ
う
と
努
力
し

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

長
い
く

苦
る
し
い
生
活
が
続
き
、
や

っ
と
安
定
し
た
の
は
二
、
三
年

前
の
こ

と
だ
。

困

る
と
き
に
は
チ

ヤ
や

ホ
ヤ
し

、
安
定

し
た
か
ら
と
て
捨
て
チ
ヤ
え
で
は
封
建

時
代
の
幕
政
に
も
劣

る
若
し
大
冷
害
、

思
わ
ぬ
天
災
地
変
で
米
の
不
足
し

た
と

き
ど
ぅ
し
ょ
う
と
す

る
の
か
。

米
の
生
産
は
自
然
が
相
手
だ
。

現
状
だ
け
で
物
事
を
判
断
す
る
の
は
極

め
て
危
険
だ
。

農
政
根
幹
と
は
な

に
か
？

。

▲
　
七
月
十
八
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ

レ
ビ
。

ニ
ュ

ー
ス
の
焦
点
、
松
宮
克
彦
氏

。

「
生
産
者
米
審

に
つ
い
て
」

た
し

か
に
米
は
生
産
過
剰
に
な
っ
た
。

大
蔵
省
、
経
企
庁
は
現
行
食
管
法
の
中

で
、
米
の
買
上
げ
は
一
定
の
巾
で
庄

へ

る
こ
と
が
出
来
、
味
の
良
質
に
よ
っ
て

値
の
格
差
も
、
余
剰
米
の
自
由
販
売
も

可
能

か
の
よ
う
に
ほ
の
め
か
し
て
お
る

と
述
べ
て
お
る
。

私
は
法
律
に
は
弱
い
、
然
し
そ
の
よ
う

に
法
解
釈
で
可
能
と
す

る
な
ら
ば
、
過

去
に
酷
使
し
た
強
権
発
動
、
ヤ
ミ
米
横

流
罪
、
そ
の
犠
牲
者
を
ど
ぅ
取

り
扱

う

の
か
甚

だ
以
っ
て
不
可
思
議
で
あ
る
。

不
足
の
と
き
は

強

権

発

動
、
ヤ
ミ
米

征
伐
、
余
っ
て
来
る
と
基
準
買
上
げ
、

自
由
販
売
、
こ
ん
な
都
合
よ
い
話
が
あ

る
な
ら
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し

こ
ん
な
馬
鹿
気
な
話
が
世
の
中
に
あ
る

ま
い
。

「
朝
令
暮
改
」
あ
し

た
に
令
を
発
し

、

夕
暮

れ
に
改
め
る
の
図
だ
。

法
改
正

す
る
の
か
、
省
令
で
出
来
る
の

か
今
後
の
問
題
と
し
て
見
守
り
た
い
。

▲
　

農
民
が
や
っ
と
今
日
、
生
活
安
定

の
き
。乙
　
　

っ
か
ん
だ
ト
タ
ン
に
、
下

落
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て

お
る
。

全
国
農
協
、
否
、
下
部
単
協
の
役
員
は

あ
く
ま
で
も
農
民
の
代
表
者
で
あ
る
な

ら
ば
、
一
丸
と
な
り
身
体
を
張
っ
て
闘

う
と
き
は
今
を
お
い
て
他
に
あ
る
ま
い

農
民
の
一
人
く

も
そ
れ
を
よ
く
ふ
ん

ま
い
て
後
バ
イ
ス
し
て
食
管
改
悪

と
真

向

か
ら
闘
う
外
今
の
と
こ
ろ
道
な
し
と

考
え

る
。

一
部
政
治
家
に
ま
か
せ
き
り
で
は
解
決

さ
れ

る
問
題
で
は
な
い
。

受
け
て
立
つ
よ
り
、
当
方
か
ら
切
り
込

む
先
手
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

今

こ
そ
過
去
の
苦
悩

に
思
い
を
起

し
、

「
の
ど
も
と
す
ぎ
れ

ば
熱
さ
を
わ
す
れ
」

を
知
ら
す
む
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
為
政
者
に
反
省
を
…
…
…
…
。

（
一
九
六
八
、
七
、
二
〇
）

特

定

者

に

対

す

る

日

本

国

有

鉄

道

の

通

勤

定

期

乗

車

券

の

特

別

割

引

に

つ

い

て
!

本
年
四
月
一
日
よ
り
日
本
国
有
鉄
道

の
通
勤
定
期
乗
車
券
の
料
金
改
定
が
実

施
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ

に
と
も
な
い

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
又
は

母
子
福
祉
年
金
、
準
母
子
福
祉
年
金
若

し
く
は
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け

て

い
る
世
帯
に
属
す
る
者

に
対
し
て
、

そ
の
負
担

の
軽
減
を
図

る
た
め
に
特
別

割
引
制
度
が
実
施
さ
れ
た
の
で
、
左
記

に
該
当
す

る
方
は
役
場
民

生

係

ま

で

届
け
下
さ
い
。

一
、
対

象

者

特
定
者
用
の
通
勤
定
期
乗

車
券
の
発

売
の
対
象
と
な
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る

者
で
あ

る
こ
と
。

甬
　

生
活
保
護
法
（

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
一
四
四

号
）

に
よ
る
保
護
を
受

て

い
る
世
帯
に
属
す
る
者
。

た
だ
し
、
同
法

第
十
九
条

第

一

項

第
二
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。

㈲
　
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
一
四
一
号
）

に
よ
る
母
子
福
祉

年

金
又
は
準
母
子
福
祉
年
金
の
支
給

を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
者

。

㈲
　
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十

六

年
法
律
第
二
三
八
号
）
に
よ
る
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
世

帯
に
属
す

る
者

な
お
、
詳
し
い
こ
と

に
つ
い
て

は
民

生
係
に
お
た
づ
ね
下
さ
い
。

民
　
生
　
係
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蓬
田
村
農
業
共
済
組
合

第
二
〇
事
業
年
度
（
第
二
〇
回
）

通
常
総
代
会

終

る

昭
和
四
十
三
年
度
農
業
共
済
組
合
の

通
常
総
代
会

は
去
る
六
月
十
二
日
蓬
田

保
育
所
隣
り
青
年
建
設
班
教
室
に
お
い

て
開
催
、
組
合
長
の
開
会
挨
拶
の
あ
と

役
員
、
評
価
委
員
の
永
年
勤
続
者
に
対

し
て
感
謝
状
及
び
記
念
品
を
贈
呈
し
、

来
賓
、
坂
本
村
長
、
県
連
合
会
長
代
理

工
藤
総
務
課
長

か
ら
祝
辞
が
あ
っ
て
議

長

に
大
宮
金
助

が
選
任
さ
れ
武
井
代
表

監
事
よ
り
監
査
報
告
が
あ
り
議
事
審
議

に
は
い
っ

た
。

主
な
る
議
事
の
内
容
次
の
通
り

議
案
第
一
号
　
昭
和
四

十
二
年
度
事
業

報
告
書
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
及

び
剰
余
金
処
分
案
承
認

の
件

一
、
財
産
目
録

資
産
合
計一

九
、
一
五
一
、
九
二
三
円

負
債
合
計一

七
、
九
四
三

、
〇
五
〇
円

差
引
純
財
産一

、
二
〇
八
、
八
七
四
円

二
、
貸
借
対
照
表

流
動
資
産一

三
、
四
九
四
、
四
〇
五
円

固
定
資
産
五
、
六
五
七
、
五
一
八
円

資
産
合
計一

九
、
一
五
一
、
九
二
三
円

流
動
負
債
七
、
三

八
一
、
七

匸
八
円

固

定
負
債
五
、
五
八
五
、
七
二
四
円

純
財
産
　

六
、

匸
八
四
、
四

八
一
円

負
債
及
び
純

財
産
合
計

一
九

、
一
五
一
、
九
二
三
円

三
、
損
益
計
算
書

事
業
収
益
七
、
八
九
九
、
三

七
七
円

業
務
収
入
四

、
九
五
八
、
六
〇
四
円

利
益
合
計匸

一
、
八
五
七
、
九
八
一
円

事
業
費
用
二

、
九
二
三
、
七
六
九
円

業
務
支

出
四
、
九
五
一
、
七
〇
七
円

業
務
繰
越
金
　
　
　

六
、
八
九
七
円

当

期
事
業
剰
余
金

四
、
九
七
五
、
六
〇
八
円

四
、
剰

余
金
処
分
案

農
作
物
共
済
剰
余
金

四

、
九
七
五
、
六
〇

八
円

次
の
通

り
処
分
す

る

固

定

積

立

金
一

、
六
五
八
、
五
三

六
円

無
事
戻

積
立
金

一
、
六
五

八
、
五
三
六
円

特

別

積

立

金
一
、
六
五
八
、
五
三
六
円

積
立
金
配
分

案

積
立
金
累
計
額

固

定

積

立

金
二
、
七
二
三
、
九
五
二
円

無
平
戻
積
立
金

一
、
八
〇
一
、
八
八
五
円

特

別

積

立

金
一
、
六
五
八
、
六
四
四
円

合
計
　
　

六
、
一
八
四
、
四
八
一
円

議
案
第
二
号
昭
１

亅
十
三
年
度
事
業
計

画
設
定
並
び
に
収
支
概
算
書
承
認

の
件

一
、
農
作
物
（

水
稲
）

六
四
〇
人
　

六
六
、
〇
〇
〇
ア
ｔ

ル

共
済
金
額

一
四
五
、
五
九
七
、
九
四
〇
円

共
済
掛
金
（
総
額
）

一
五
、
〇
五
四
、
九
八
九
円

共
済
掛
金
（
国
庫
）

一
〇

、
〇
五
六
、
七
三
二
円

共
済
掛
金
（
農
家
）

四

、
九
九
八
、
二
五
七
円

保
険
料
差
額
交
付
金

三
一
五
、
二
六
九
円

手
持
共
済
掛
金

五
、
三
一
三

、
二
四
六
円

二
、
家
畜
共
済

引
受
予
定
頭
数
　
　

四
〇
頭

共
済
金
額
二
、
〇
〇
〇

、
〇
〇
〇

円

共
済
掛
金（
総
額
）

二
六
四
、
二
〇
〇
円

共
済
掛
金（
国
庫
）
八
八
、
〇
六
〇

円

共
済
掛
金（

農
家
）

一
七
六
、
一
四
〇

円

三
、
任
意
共
済

引
受
予
定
棟
数
　
　
　

二
二
〇
棟

共
済
契
約
金
額
　
　

一
億

二
千
万
円

共
済
掛
金
　
　

五
五
二
、
〇
〇
〇
円

保

険

料
　
　

四
六
八
、
〇
〇
〇
円

業
務
繰
入
金
　
　

八
四
、
〇
〇
〇
円

四

、
業
務
収
支
概
算

収
　

入
　

四
、
〇
三
〇
、
〇
〇
〇
円

補
助
金
　

气

二
八
二
、
二
九
七
円

賦

課
金
　

气

五
二
二
、
二
七
〇
円

予

算
利
息
　
　

一
七
〇
、
〇
〇
〇
円

更
新
保
険
金Ｔ

、
Ｏ
Ｏ
Ｏ

、
○
○
○
円

雑
収
入
そ
の
他
　
五
五
、
四
三
三
円

支
　

出
　

四
、
〇
三
〇
、
〇
〇
〇
円

賦
課
金
　
　
　

三

一
四
、
六
七
〇
円

人
件
費
　
一
、
九
七
五
、
〇
〇
〇
円

旅
　
費
　
　
　
　

七
八
、
七
〇
〇
円

事
務
費
　
　
　

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

業
務
費
　
　
　

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円

普
通
推
進
費
　
一
三
五
、
〇
〇
〇
円

施

設

費
　
　
　

五
〇
、
〇
〇
〇
円

損
害
評
価
費
　
一
七
八
、
〇
〇
〇
円

諸
税
負
担
金
　
　

四
五
、
〇
〇
〇
円

雑
　
　

費
　
　
　

一
五
、
六
三
〇
円

更
新
引
当
金
　
　
　

三
、
〇
〇
〇
円

予

備

費
　
　
　
　

五
、
〇
〇
〇
円

防
災
繰
入
額一

、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

五
、
防
災
事
業
収
支
概
算

収
　

入
　
三

、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

補

助

金
　
　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

賦

課

金
　
　

二
六
四
、
〇
〇
〇
円

損
防
収
入
一

、
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円

負

担

金
　
　

二

六
〇
、
〇
〇
〇
円

事
業
勘
定
受

入
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

業
務
受
入
金一

、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

支
　
出
　

三
、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

旅
　
　

費
　
　
　

一
五
、
〇
〇
〇
円

事

務

費
　
　
　

一
〇
、
〇
〇
〇
円

薬

剤

費
　
　

一
四
〇
、
〇
〇
〇
円

労

務

費
　
　

四
五
〇
、
〇
〇
〇
円

貸

借

料
　
　

一
四
七
、
〇
〇
〇
円

燃

料

費
　
　

一
四
〇
、
〇
〇
〇
円

施

設

費
　
　

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

器
具
購
入
費
　

六
四
〇
、
〇
〇
〇
円

修

繕

費
　
　

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

委

託

費
　
　

九
八
、
〇
〇
〇
円

雑
　
　

費
　
　

一
四
八
、
〇
〇
〇
円

借
入
金
元
金
利
息一

〇
〇
、
〇
〇
〇
円

保

険

料
　
　

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

支
払
賦
課
金
　
　
　

二
、
〇
〇
〇
円

事
業
勘
定
繰
入

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

議
案
第
三
号
　

昭
和
四
十
三
年
度
事
務

費
賦
課
額

並
び
に
徴
収
方
法
決
定
の
件

一
般

事
務
費
賦
課

一
、
四

三
八
、
二
七
〇
円

損
害
　

二
費
賦
課

二
六
六
、
〇
〇
〇
円

任
意
事
業
賦
課
　

八
四

、
〇
〇
〇
円

議
案
第
四
号
　
損
害
評
価
会
委
員
及
び

共
済
連
絡
員
欠
員
補
充
選
任
の
件

前

任

者
　
　
　
　

後

任

者

木

村
　
　

繁
　
　

木

村

石
五
郎

八

幡

甚
四

郎
　
　

八

幡

武

雄

議
案
第
五
号
　
役
員
報
酬
決
定
の
件

理
事
監
事
年
間
二
七
万

二
予
円
以
内

議
案
第
六
号

損
害
評
価
会
委
員

損
害
評
価
員
及

び
共
済
連
絡
員
手
当

決
定

の
件

損
害
評
価
会
委
員
損
害
評
価
員

年
間
七
万

六
千
円
以
内

共
済
連
絡
員
手
当
　
　

年
間
　
弐
万

四
千
内
以
内

議
案
第
七
号
　
附
帯
決
議
の
件

一
、
収
支
概
算
書
中
科
目
更
正

を
要
す

る
場
合

二
、
広
域
地
域

モ
デ
ル
防
除
組
合
指
定

に
伴
い
、
大
型
防
除
膽
三
台
導
入
す
る

申
に
よ
り
事
業
費
約
弐
百
十
五
万
円
を

計
画
甲
請
し
て
い
る
が
こ
れ
が
正
式
に

認
定
を
受
け
る
事

に
よ
り
防
除
収
支
概

算
書
の
予

算
更
正
が
必
要
で
あ
る
の
で

事
前
に
県
と
協
議
し
て

計
画
す
る
事
に

な
る
が
こ
れ
を
理
事
会
に
一
任
す

る
事

以
上
原
案
通

り
決
定
し
て

午
後
十
二

時
四
十
五
分
閉
会
し
た
。

今
年
度
表
彰
者
名

小
　

野
　
宇
一
郎
　
　

十
三
年

藤
　

本
　

喜
代
作
　
　

十
二
年

坂
　

本
　

裕
　
一
　
　
　

九
年

森
　
　
　

繁
　
眷
　
　
　

九
年

趣
　

田
　

喜
代
恵
　
　

十
二
年

工

藤

治
五
兵
術
　

十
二
年

田
　

中
　

亀
五
郎
　
　

十

三

十

福
　

田
　

繁
　

蔵
　
　
　

六
年

木
　

村
　
　
　

繁
　
　
　

六
年

青
　
木
　

豊
　
治
　
　
　
　
六
年

坂
　
本
　
文

男
　
　

六
年

張
　

問
　

市
五
郎
　
　
　

六
年

大
　

宮
　
正
　

一
　
　
　

六
年
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